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１．幼保一体化の取組
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幼稚園と保育所は、異なる目的・役割を持つ施設であるが、両施設とも就学前の子どもを対象とするものであり、

 それぞれの特性を生かしつつ、連携を進めている。

○認定こども園制度の創設
－教育・保育を一体的に提供し、地域における子育て支援を実施する「認定こども園」制度を創設（平成１８年）

○「幼保連携推進室」の設置
－文部科学省と厚生労働省が連携して「幼保連携推進室」を設置（平成１８年）

幼稚園と保育所の連携の取組について

○施設の共用化
－「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」の策定（平成１０年）

○教育内容・保育内容の整合性の確保
－幼稚園教育要領と保育所保育指針の改訂に際し、双方の関係者が改訂に参加（平成１０年度改訂～）

○幼稚園教諭・保育士の資格の併有の促進、合同研修の実施
－幼稚園教諭・保育士を対象とした研修に、相互に参加
－幼稚園教員の「保育士試験」の受験要件緩和（平成１６年）
－保育士資格所有者が幼稚園教諭免許を取得する方策として、新たに「幼稚園教員資格認定試験」を創設
（平成１７年）

－「保育士試験」、「幼稚園教員資格認定試験」の受験要件緩和（平成２１年）

○幼稚園と保育所の連携事例の紹介
－「幼稚園と保育所の連携事例集」（平成１４年）
－「保育所や幼稚園等と小学校における連携事例集」（平成２１年）

幼保連携の取組幼保連携の取組



4

平成２０年５月１日現在

幼稚園と保育所の施設の共用化状況幼稚園と保育所の施設の共用化状況

幼稚園と保育所の共用化施設（認定こども園を除く）は、年々増加傾向にあり、２０年５月１日現在で４７１か

 
所であった。

近年、私立の共用化施設が増加していたが、今回初めて公立を上回った。

共用化施設数の推移共用化施設数の推移

※（

 

）内は、平成１９年５月１日現在の数。

※認定こども園の認定を受けた施設を除く。

公 立 私 立 計

合 築 １４２（１３７） ９２（８６） ２３４（２２３）

併 設 ２７（２６） １５（１６） ４２（４２）

同一敷地内 ６５（６４）
１３０（１１

 
５）

１９５（１７９）

計 ２３４（２２７）
２３７（２１

 
７）

４７１（４４４）

（単位：か所）

幼稚園と保育所の共用化施設数
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※

 

「幼稚園教育要領」は教育内容に関することを中心として定めている一方、「保育所保育指針」は保育内容に加えこれに関連する運
営（保育所における自己評価等）について定めている。なお、幼稚園における学校評価等は学校教育法施行規則等に規定されている。

※

 

「幼稚園教育要領」では養護について明記していないが、幼稚園教育を実践するに当たっては幼児に対する一定の養護が必要となる。
一方、「保育所保育指針」では養護と教育の両面から示している。

幼稚園教育要領及び保育所保育指針

幼稚園教育要領（告示・大綱化） 保育所保育指針（告示・大綱化）

基本的な考え方 計画的な環境の構

 
成

計画的に環境を構成しなければならない。 計画的に環境を構成し、工夫して保育しなけれ

 
ばならない。

遊びを通した指導 遊びを通して指導の中心として第２章に示すね

 
らいが総合的に達成されるようにすること。

生活や遊びを通して総合的に保育すること。

一人一人の発達の

 
特性に応じた教育

幼児一人一人の特性に応じ、発達の課題に即

 
した指導を行うようにすること。

一人一人の発達過程に応じて保育すること。そ

 
の際、子どもの個人差に十分配慮すること。

計画の作成 教育課程・保育課程

 
の編成及び指導計

 
画の作成

適切な教育課程を編成するものとする。

指導計画を作成し、幼児の活動に沿った柔軟な

 
指導を行わなければならない。

保育の基本となる「保育課程」を編成するととも

 
に、これを具体化した「指導計画」を作成しなけ

 
ればならない。

教育内容 教育のねらい

健 康：健康な心と体を育て、自ら健康で安全な
生活をつくり出す力を養う。

人間関係：他の人々と親しみ、支え合って生活する
ために自立心を育て、人とかかわる力を
養う。

環 境：周囲の様々な環境に好奇心や探究心を
もってかかわり、それらを生活に取り入れ
ていこうとする力を養う。

言 葉：経験したことや考えたことなどを自分な
りの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞
こうとする意欲や態度を育て、言葉に対す
る感覚や言葉で表現する力を養う。

表 現：感じたことや考えたことを自分なりに表
現することを通して、豊かな感性や表現す
る力を養い、創造性を豊かにする。

健 康：健康な心と体を育て、自ら健康で安心な
生活を作り出す力を養う。

人間関係：他の人々と親しみ、支え合って生活する
ために、自立心を育て、人と関わる力を養
う。

環 境：周囲の様々な環境に好奇心や探究心を
持ってかかわり、それらを生活に取り入れ
て行こうとする力を養う。

言 葉：経験したことや考えたことなどを自分な
りの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞
こうとする意欲や態度を育て、言葉に対す
る感覚や言葉で表現する力を養う。

表 現：感じたことや考えたことを自分なりに表
現することを通して、豊かな感性や表現す
る力を養い、創造性を豊かにする。

「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の５領域から構成
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保育士資格所有者の幼稚園教員免許取得の簡素化について
 ～

 
幼稚園教員資格認定試験

 
～

幼稚園教員資格認定試験の概要

幼稚園教諭免許状は、大学等における養成課程の修得により授与されるのが基本であるが、大

 学等で教職課程を履修しなかった者のうち、職業生活等の中で教員としての専門性を身に付け教職

 （教員免許）を志す者を対象として平成１７年度から実施。合格者には幼稚園教諭二種免許状を授与。

①

 

一般教養科目 人文科学、社会科学、自然科学の３分野及び外国語（英語）に関する事項

②

 

教職に関する科目（Ⅰ） 教育職員免許法施行規則第６条第１項表の「教職の意義等に関する科目」及び「教育の基礎理論に関す

 

る科目」における幼稚園教諭免許取得に必要な専門的事項

③

 

教職に関する科目（Ⅱ） 教育職員免許法施行規則第６条第１項表の「教育課程及び指導法に関する科目」及び「生徒指導、教育

 

相談及び進路指導等に関する科目」に関する専門的事項

◇

 

受験資格

 

・・・

 

高卒以上かつ20歳以上で保育士として３年以上の在職経験を有する者

◇

 

試験内容

（１）

 

第１次試験

 

一般教養、教職に関する科目（筆記試験・択一式（マークシート））

（２）

 

第２次試験

 

教職に関する科目、指導案作成（筆記試験・論述式）

（３）

 

試験科目の一部免除

④

 

教職に関する科目（Ⅲ） 教育職員免許法施行規則第６条第１項表における幼稚園教諭免許取得に必要な専門的事項

⑤

 

指導案の作成に関する試験 共通課題をもとにした指導案（週案、日案）の作成に関する試験

注）

 

第２次試験は第１次試験合格者に対して行う。

・

 

短大卒以上の者等に対し「一般教養科目」（上記①）の試験の全部を免除

・

 

第１次試験のいずれかの科目に合格した者は、その科目については次年度及び次々年度に

 
ついて免除(平成２２年度から)
・

 

教員免許状を有する者等に対し「指導案の作成に関する試験」（上記⑤）の試験の全部を免除
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幼稚園教諭免許所有者の保育士資格取得の簡素化について（保育士試験）

児童福祉 小児栄養 保育原理
保育実習
理論

小児保健社会福祉

筆 記 試 験

絵画制作 言語音楽

保 育 実 習 実 技

２分野を選択

改正前の保育士試験

精神
保健

養護
原理

発達
心理学

幼免
免除

教育
原理

現行の保育士試験

幼免
免除 幼免

免除

保育士試験で合格のみ

保育士試験で合格するか、又は、指定保育士養成施設で科目履修

児童福祉 小児栄養 保育原理
保育実習
理論

小児保健社会福祉

筆 記 試 験

絵画制作 言語音楽

保 育 実 習 実 技

２分野を選択

精神
保健

養護
原理

発達
心理学

幼免
免除

教育
原理

幼免
免除 幼免

免除

現行では、保育士試験は筆記試験（１０科目）及び実技試験（３分野のうち２分野を選択）に合格することにより、保育士となる資格を有することとなるが、幼

 
稚園教諭免許所有者については、試験科目のうち３科目の受験を免除している。
今般、上記３科目免除以外にも、残りの科目について、指定保育士養成施設の科目等履修生により履修した場合には、これらの科目も免除することとする。
なお、実施時期については、平成22年保育士試験から実施。

※・筆記試験の「発達心理学・精神保健」は、各科目50点満点で、２科目
合わせて

 

100点満点。「教育原理・養護原理」も同様。
・その他の筆記科目は１科目で

 

100点満点
・保育実習実技は、各分野

 

50点満点、２分野選択で

 

100点満点。
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２．中央教育審議会答申
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第１章

 

子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の方向性

＜今後の幼児教育の方向性＞

＜幼児教育の

意義・役割＞

我が国の社会の急激な変化等に伴う教育力の低下我が国の社会の急激な変化等に伴う教育力の低下

１

 

家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教育の推進

２

 

幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実

○

 

幼児教育→ ・

 

生涯にわたる人間形成の基礎を育む役割
・

 

学校教育のはじまりとして「生きる力」の基礎を育成する役割
○

 

幼児教育とは→小学校就学前の幼児に対する家庭・地域社会・幼稚園等施設において行われる教育の総称

●基本的な生活習慣の欠如

 

●コミュニケーション能力の不足

 

●自制心や規範意識の不足

●運動能力の低下

 

●小学校生活への不適応

 

●学びに対する意欲・関心の低下

 

等

●

 

少子化，核家族化，都市化，情報化等の経済社会の急激な変化
●

 

人間関係の希薄化，地域における地縁的なつながりの希薄化，大人優先の社会風潮など

●子どもどうしで遊び，葛藤しなが
ら成長する体験の機会の減少
●身近な自然や遊び場の減少
●近隣の大人の無関心

●家庭や地域社会の教育力の低下等の
課題に対応するため，

資質・専門性を高める必要
●一方で，教員等自身の成長過程に

おける多様な体験の不足
保育を構想し実践する能力，
保護者等との良好な関係を
構築する能力が不足する傾向

＜その背景＞

●子育ての孤立化による
（親の）育児不安や情緒不安定
●子育てに夢を抱きづらい状況・意識
●過重な労働等の子育てへの影響

（
影
響
）

（ しかしながら ） 近年の子どもの育ちが何かおかしい。

 

【

 

今日的課題

 

】

子どもの育ちの変化

（
影
響
）

対応の必要

地域社会の教育力の低下地域社会の教育力の低下 家庭の教育力の低下家庭の教育力の低下

幼稚園教員等の今日的課題幼稚園教員等の今日的課題

幼児教育は重要 これまでの取組：

 

量的拡大，教育要領改訂等質的向上，
「幼児教育振興プログラム」の推進等＜幼児教育の今日的課題＞

家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者の対応が不十分 将来にわたる子どもの健やかな成長への危機感

子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について
平成１７年１月２８日中央教育審議会答申
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第２章

 

幼児教育の充実のための具体的方策

Ⅰ

 家
庭
・
地
域
社
会
・
幼
稚
園
等
施
設
の
三
者
に
よ
る
総
合
的
な
幼
児
教
育
の
推
進

Ⅱ

 幼
児
の
生
活
の
連
続
性
及
び
発
達
や
学
び
の
連
続
性
を
踏
ま
え
た
幼
児
教
育
の
充
実

＜二つの方向性＞
＜三つの課題＞

＜七つの重点施策＞
＜具体的施策＞

１

 

幼稚園等施設の
教育機能
の強化・拡大

２

 

家庭・地域社会の

教育力の
再生・向上

３

 

幼児教育を支える
基盤等の強化

①すべての幼児に対する
幼児教育の機会の提供

②発達や学びの連続性を
踏まえた幼児教育の充実

③幼稚園教員の
資質及び専門性の向上

④幼稚園等施設による
家庭や地域社会の
教育力の再生・向上

⑤生涯学習振興施策や
働き方の見直し等による
家庭や地域社会の
教育力の再生・向上

⑥地域の人材等の
積極的活用

⑦幼児教育を地域で支える

基盤等の充実・強化

(1)  希望するすべての幼児に対する幼児教育
の機会の拡大

(2)  幼児教育振興プログラムの着実な推進と
検証等

(1) 幼稚園教員の養成・採用・研修等の改善
(2) 上級免許状の取得促進，所有者の配置拡大

(1) 子育て支援の在り方
・

 

幼稚園等施設における子育て支援の推進等
・

 

地域社会との双方向ネットワークの構築
(2) 幼稚園における預かり保育の明確化

(1) 生涯学習振興施策等の推進
(2) 企業における働き方の見直し等

(1) 自己評価・外部評価と情報提供等の推進
(2) 幼児教育を支援する拠点機能
（センター機能）の整備

(3) 幼児の状況等に関する国及び地方を通じた
実証的な調査研究の推進

(4) 幼児教育を推進しやすい行政体制づくり

(1) 幼稚園等施設における地域の人材等の活用
(2) 幼児教育にかかわる地域の人材等の育成

(1) 小学校教育との連携・接続の強化・改善
・

 

教育内容における接続の改善
・

 

人事交流等の推進，奨励
・

 

「幼小連携推進校」の奨励，
幼小一貫教育の検討

(2) ３歳未満の幼児の幼稚園への接続の扱い
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第３章

 

幼稚園と保育所の連携の推進及び総合施設の在り方

○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
２００３」（平成１５年６月閣議決定）

○「規制改革・民間開放推進３か年計画

 

」
（平成16年３月閣議決定）

就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫

 
した総合施設の実現に向けて、平成16年度中

 
に基本的な考えをとりまとめた上で、平成17

 
年度に試行事業を先行実施するなど、必要な法

 
整備を行うことも含め様々な準備を行い、平成

 
18年度から本格実施を行う。

○中央教育審議会

 
幼児教育部会と

 
社会保障審議会

 
児童部会の合同の

 
検討会議

 
↓

 
平成16年12月24日

 
「審議のまとめ」

 
公表

 

○中央教育審議会
幼児教育部会と
社会保障審議会
児童部会の合同の

 
検討会議
↓

平成16年12月24日
「審議のまとめ」
公表

○本格実施
○本格実施

平成１６年度平成１６年度平成１６年度

○施行事業を

 
先行実施

 ○必要な

 
法整備など

 

○施行事業を
先行実施

○必要な
法整備など

平成１７年度平成１平成１７７年度年度
平成１８年度平成１平成１８８年度年度②「総合施設」の在り方

①幼稚園と保育所の連携

文部科学省 厚生労働省

連携の推進

幼 稚 園 保 育 所

希望するすべての３歳以上の幼児を対象

 
とした教育施設（学校教育法による学校）

保護者の就労等で、「保育に」欠ける

 
０～５歳児を対象とした児童福祉施設

○施設の教養化
○教育内容・保育内容の整合性の確保
○幼稚園教諭、保育士の資格の併有の促進
○幼稚園と保育所との合同研修
○構造改革特別区域における合同活動

 

等

就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した「総合施設」の設置を検討

今後とも、幼・保が連携

（地域によっては、幼稚園と保育所といった既存の

 

制度の枠組みだけでは、必ずしも柔軟に対応でき

 

にくい状況がみられる。）
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（参考１）

 

答申の構成

 

（イメージ図）

＜目的＞

幼稚園等施設の教育機能の強化・拡大幼稚園等施設の教育機能の強化・拡大 家庭・地域社会の
教育力の再生・向上

家庭・地域社会の
教育力の再生・向上

幼児教育を支える基盤等の強化幼児教育を支える基盤等の強化

１

 
家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教育の推進

２

 
幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実

１

 
家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教育の推進

２

 
幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実

＜方向性＞

①

 

すべての幼児に対する
幼児教育の機会の提供

②

 

発達や学びの連続性を
踏まえた幼児教育の充実

④

 

幼稚園等施設に
よる家庭や地域社会
の教育力の再生・向上

⑤

 

生涯学習振興施策や
働き方の見直し等
による家庭や地域社会
の教育力の再生・向上

⑥

 

地域の人材等の積極的活用

⑦

 

幼児教育を地域で支える基盤等の充実・強化

＜課題及び
重点施策＞

③

 

幼稚園教員の
資質及び専門性の向上

子どもの健やかな成長のために
・

 

生涯にわたる人間形成の基礎を育む

 

・

 

「生きる力」の基礎を育成する
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①

 

幼稚園等施設における教育（預かり保育，地域の幼児教育センター機能を含む）

②

 

家庭における幼児の教育（子育てなど）

③

 

地域社会における幼児の教育（地域のボランティア団体・社会教育団体・ＮＰＯなど）

幼稚園等施設

の教育

家庭教育

幼 児 の 健 全 な 成 長幼 児 の 健 全 な 成 長

愛
情
と
し
つ
け

幼
児
教
育

自
立
・
意
図
的
な

教
育

様
々
な
人
と
の

交
流
・
体
験

子育て支援

（親子登園

 

等）

子育てサークル，

子育て支援ボランティア

 

等

地域人材の育成・活用・交流

地域社会

 の教育

（参考２）

 

家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者の関係

 

（イメージ図）
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（参考３）

 

（幼稚園からみた）幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性の関係

 

（イメージ図）

幼稚園
の教育機能

午 前 午 後

２
歳
〜
０
歳

５
歳
〜
３
歳 幼稚園教育要領に基づく

４時間を標準とする教育

小学校以降の教育との連携・接続〜
６
歳

低年齢児（３歳未満児）及び
その親への支援

（子育て相談など：「親育ち」の支援）

地
域
の
教
育
資
源
と
の

連
携

（
子

 育

 て

 
サ

 ー

 ク

 ル

 
等

 ）

生活の連続性

（地域社会による
子育て支援）

発
達
や
学
び
の
連
続
性

【今後の幼児教育の方向性】
○

 

家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教育の推進
○

 

幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実

３歳未満児
への対応

（親子登園など） 家庭の
教育機能

預
か
り
保
育

幼

 児

 教

 育

 の

 範

 囲

地域社会
の教育機能
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意
義
・
理
念

○子どもが心豊かにたくましく生きる力の育成

○親や地域の子育て力の向上

○子育てに喜びを実感できる社会の形成

基
本
的
機
能

対

 象

 者

幼児教育の観点と次世代育成支援の観点から検討

教育・保育を一体的に実施するための新たなサービス提供の枠組み

既存施設からの転換等を可能にする柔軟な制度

○親の就労事情等に関わらず、幼児教育・保育の機会を提供することが基本

○加えて、子育て家庭への相談、助言、支援や、親子の交流の場を提供することが重要

中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議会児童部会の合同の検討会議

「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設について」
（審議のまとめのポイント）

・３～５歳児

 

幼稚園と同様に４時間程度の利用

保育所と同様に８時間程度の利用

・０～２歳児

 

親子登園、親子の交流の場の参加等の形態で利用

保育所と同様に８時間程度の利用

・ 親

 

子育て相談・助言等

○多様な利用形態を可能に

・週に数日程度の利用

・一時的な利用

・短時間の利用

・延長利用

 

など

別紙
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職員資格等

総合施設の意義・理念に照らし、ふさわしい費用負担の仕組みを検討

・幼稚園・保育所の利用者負担のあり方の相違を踏まえつつ、応益負担・応能負担等に配慮

・利用料の設定は、各総合施設で行うことが適当

・経営の効率性のみを重視せず、子どもの健やかな育ちを中心においた上で、柔軟な
対応が可能となるよう、モデル事業も含め、引き続き検討。
・３～５歳児：幼稚園と異なり４時間利用のほか、８時間利用の子どもがいることを前提

とした検討
・０～２歳児：保育所と同様に、子どもが８時間利用することを前提とした検討
・食事の提供方法について、子どもの年齢構成や地域の実情に応じた方策を検討

幼
稚
園
・
保
育

所

 

と
の
関
係

教育・保育の内容

職員配置・施設設備

設置主体・管理運営

利用料・保育料

財政措置等

地方公共団体における

 認可・監督等の体制

・幼稚園教育要領、保育所保育指針を踏まえ、モデル事業も含め、引き続き検討
・３～５歳児の４時間の共通時間は、幼稚園教育に相当するものと位置付け

保育士資格、幼稚園教諭免許のいずれかの資格で従事可能。ただし、３～５歳児の４

 
時間の教育は幼稚園教諭免許、０～２歳児の保育は保育士資格を中心に検討。

・安定性・継続性、質の確保の仕組みを整えた上で、可能な限り弾力的なものとなるよう配慮

・子どもの視点を踏まえた自己点検・評価や第三者評価、情報提供が重要

・地方公共団体の実情に応じて、設置等の認可等を行う部署を決定

・小学校を所管する教育委員会や保健・福祉関係機関を所管する部署と総合施設の連携が必要

○

 

既存の幼稚園・保育所の連携等により対応するか、これを基盤としつつ、さらに総合施設を
組み合わせて対応するかは、地域の実情に応じて判断

○

 

総合施設は、既存の幼稚園・保育所の意義・役割を大切にしながら、幼稚園・保育所と相まって、
子どもの健やかな成長を支える役割を担うもの

地域の実情に応じた取組のための選択肢の提供
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３．認定こども園制度
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都道府県
認

 
定

 
数

都道府県
認

 
定

 
数

都道府県
認

 
定

 
数

北海道 32 石川県 7 岡山県 6

青森県 4 福井県 2 広島県 14

岩手県 11 山梨県 2 山口県 3

宮城県 2 長野県 8 徳島県 2

秋田県 20 岐阜県 3 香川県 1

山形県 7 静岡県 5 愛媛県 10

福島県 12 愛知県 9 高知県 10

茨城県 22 三重県 1 福岡県 14

栃木県 8 滋賀県 14 佐賀県 20

群馬県 21 京都府 0 長崎県 37

埼玉県 13 大阪府 13 熊本県 2

千葉県 15 兵庫県 31 大分県 7

東京都 51 奈良県 4 宮崎県 17

神奈川県 25 和歌山県 6 鹿児島県 24

新潟県 10 鳥取県 0 沖縄県 0

富山県 5 島根県 2 合 計 532

認定こども園制度の概要

○幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備えるものを

 都道府県が認定
①教育及び保育を一体的に提供
（保育に欠ける子どもにも、欠けない子どもにも対応）

②地域における子育て支援の実施
（子育て相談や親子の集いの場の提供）

「認定こども園」とは「認定こども園」とは

認定こども園の類型認定こども園の類型

認定状況
（幼保連携推進室調べ（平成22年4月1日現在））

認定件数
（内訳）

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型

５３２ ２４１ １８０ ８６ ２５

各都道府県の認定状況
（幼保連携推進室調べ（平成22年4月1日現在））

幼保連携型

認可幼稚園と認可保育所とが連携して、

 
一体的な運営を行うことにより、認定こど

 
も園としての機能を果たすタイプ

幼稚園型

認可幼稚園が、保育に欠ける子どものた

 
めの保育時間を確保するなど、保育所的

 
な機能を備えて認定こども園としての機

 
能を果たすタイプ

保育所型

認可保育所が、保育に欠ける子ども以

 
外の子どもも受け入れるなど、幼稚園

 
的な機能を備えることで認定こども園

 
としての機能を果たすタイプ

地方裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域

 
の教育・保育施設が、認定こども園として

 
必要な機能を果たすタイプ

認定こども園制度
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※幼保・・・幼保連携型

 

幼・・・幼稚園型

 

保・・・保育所型

 

地方・・・地方裁量型

（）内は平成２１年４月１日現在の認定件数。

認定こども園の認定件数（H22.4.1現在）

北海道 5 (4) 7 (4) 1 5 (4) 7 (4) 3 (3) 0 4 (3) 32 (22)
青森県 0 2 (1) 0 2 (1) 0 0 0 0 4 (2)
岩手県 0 5 (2) 0 5 (5) 1 0 0 0 11 (7)
宮城県 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0 2 (1)
秋田県 7 (6) 8 (5) 0 1 (2) 4 (2) 0 0 0 20 (15)
山形県 1 (1) 4 (4) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 0 7 (7)
福島県 1 (1) 8 (4) 0 2 (2) 1 (1) 0 0 0 12 (8)
茨城県 2 (1) 13 (8) 2 (1) 1 1 (1) 3 0 0 22 (11)
栃木県 1 (1) 3 (1) 0 3 (4) 1 (1) 0 0 0 8 (7)
群馬県 2 (2) 6 (5) 0 13 (11) 0 0 0 0 21 (18)
埼玉県 0 11 (4) 0 2 (4) 0 0 0 0 13 (8)
千葉県 5 (4) 5 (4) 0 3 (2) 1 (1) 0 0 1 (1) 15 (12)
東京都 3 (2) 4 (2) 0 32 (20) 4 (4) 1 (1) 0 7 (4) 51 (33)
神奈川県 6 (6) 11 (9) 0 7 (4) 0 1 0 0 25 (19)
新潟県 1 (1) 7 (4) 0 2 0 0 0 0 10 (5)
富山県 0 4 (1) 0 0 (2) 0 0 0 1 5 (3)
石川県 0 1 (1) 0 4 (3) 1 (1) 1 0 0 7 (5)
福井県 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 0 0 2 (2)
山梨県 0 1 (1) 0 1 0 0 0 0 2 (1)
長野県 0 6 (6) 0 0 1 (1) 0 0 1 (1) 8 (8)
岐阜県 0 1 (1) 0 2 (1) 0 0 0 0 3 (2)
静岡県 3 0 1 (1) 0 0 0 0 1 (1) 5 (2)
愛知県 0 5 (2) 0 0 3 (2) 1 (1) 0 0 9 (5)
三重県 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (0)

公立

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型

私立
都道府県 合計

公立 私立 公立 私立 公立 私立

滋賀県 10 (5) 2 0 0 0 2 (2) 0 0 14 (7)
京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)
大阪府 1 (1) 8 (4) 0 1 0 3 0 0 13 (5)
兵庫県 5 (3) 3 (1) 1 (1) 14 (10) 0 8 (3) 0 0 (1) 31 (19)
奈良県 1 0 2 (1) 0 1 0 0 0 4 (1)
和歌山県 2 (1) 1 0 1 (1) 2 (2) 0 0 0 6 (4)
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)
島根県 0 0 0 0 0 2 (2) 0 0 2 (2)
岡山県 5 (4) 0 1 (1) 0 0 0 0 0 6 (5)
広島県 2 (2) 8 (7) 0 1 (1) 3 (2) 0 0 0 14 (12)
山口県 0 0 0 3 (2) 0 0 0 0 3 (2)
徳島県 0 0 0 0 2 (2) 0 0 0 2 (2)
香川県 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0 1 (1)
愛媛県 0 6 (4) 0 0 0 1 (1) 0 3 (3) 10 (8)
高知県 3 (2) 0 0 6 (2) 0 0 0 1 (1) 10 (5)
福岡県 2 (2) 2 (2) 0 3 (2) 0 2 (2) 0 5 (5) 14 (13)
佐賀県 0 10 (6) 0 10 (4) 0 0 0 0 20 (10)
長崎県 0 8 (8) 0 18 (11) 0 11 (7) 0 0 37 (26)
熊本県 0 0 0 1 (1) 0 0 0 1 2 (1)
大分県 0 1 (1) 0 3 (3) 3 (1) 0 0 0 7 (5)
宮崎県 0 1 (1) 0 14 (8) 1 (1) 1 (1) 0 0 17 (11)
鹿児島県 1 (1) 7 (3) 0 9 (7) 6 (5) 1 0 0 24 (16)
沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)

合計 71 (51) 170 (107) 8 (5) 172 (120) 43 (31) 43 (24) 0 (0) 25 (20) 532 (358)

公立

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型

私立
都道府県 合計

公立 私立 公立 私立 公立 私立
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４．次世代育成支援のための新  
たな制度体系の検討
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○

 

少子化の背景にある、就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造を解消するため、
①

 

働き方の改革による仕事と生活の調和の実現
②

 

様々な子育て支援のためのサービスを一元的に提供する社会的基盤の構築
を、少子化対策として一体的に取り組む。

○

 

様々な子育て支援のためのサービスを一元的に提供する社会的基盤の構築の実現のためには、社会全体で費用を負担す

 
る仕組みによる財源確保が必要であるとともに、ニーズに応じて質の確保されたサービスが増えていくような子育て支援サービ

 
スのための包括的・一元的な制度の構築が必要。
例）

 

現状では、様々な考え方・仕組みのもとで給付・財源がバラバラであることから、これら給付・財源を一体的に提供できる

 
仕組みが必要。

○

 

少子化対策としては、「すべての子どもの健やかな育ちの支援」を基本として、仕事と子育ての両立を支援する給付を組み合

 
わせる。その際、ライフステージ、働き方に応じ、育児休業～保育サービス～放課後対策への切れ目のないサービス等が保障さ

 
れ、すべての子育て家庭に対し、必要となる子育て支援が提供されることが必要。
・

 

保育サービスの質的・量的拡充
・

 

放課後児童クラブの質的・量的拡充
・

 

すべての子育て家庭に対し、必要な子育て支援サービスが提供される仕組み

○

 

女性の就業率の高まりに対応したスピード感のあるサービスの抜本的拡充とともに、
児童人口減少地域における保育機能の維持等の課題にも対応。

育児休業～保育～放課後対策への切れ目

 
のないサービス保障 子育て支援サービスのための

包括的・一元的な制度を構築

子育て支援サービスのための
包括的・一元的な制度を構築

ポイント①ポイント①

《就学前（０～２歳）》

ニーズに対応したサービス

多

少

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
量

保育

育児休業の給付

・一時預かり

・地域子育て支援拠点事業

 

等

すべての子どもに提供されるサー

 

ビス

経済的支

 

援

 

経済的支

 

援

【イメージ】

すべての子育て家庭への支援

ワーク・ライフ・

 
バランス

少子化対策特別部会におけるこれまでの議論のポイント
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市 町 村市 町 村

利 用 者利 用 者 事業者事業者

法定代

 

理受領

保育の実施

認定
（給付）

都道府県

公的保育契約（利用料） （サービス提供）

公
法
上
の
契
約

 

（
指
定
）

利用者への例外のないサービス保障
※必要な子どもに例外なく保育サービスを受ける地位

 
の付与（認定）

 

利用者への例外のないサービス保障
※必要な子どもに例外なく保育サービスを受ける地位

 
の付与（認定）

サービス選択可能な仕組みサービス選択可能な仕組み潜在化した需要を顕在化

利用者（子ども）中心

ポイント②（保育サービス）ポイント②（保育サービス）

○

 

市町村の実施責務を法制度上明示
・

 

①例外ない公的保育サービスの保障責務、②質の確保された公的保育サービスの提供責務、③適切なサービスが確実に受け

 
られるようにする利用支援責務、④保育サービス費用の支払義務

○

 

例外のない保育サービス保障（潜在需要を顕在化）
・

 

保護者の就労形態を問わず、「保育が必要な」子どもに例外なく保育サービスを受ける地位を付与（「保育に欠ける」とい

 
う仕組みの見直し）。
・

 

利用者が希望する保育サービスの利用開始までの間、市町村は多様なサービスメニューの中から補完利用できるようにする

 
ことが必要。

○

 

市町村が、客観的な基準に基づき、保育の必要性・量を認定
※併せて優先的利用確保についても、市町村が認定する仕組み。
・

 

必要量は、３歳未満の子どもには週当たり２～３区分を月単位で設定、３歳以上の子どもには区分なしを基本。
・

 

虐待事例などは市町村の斡旋等により適切に受入れ。

○

 

利用者と保育所が公的保育契約（サービス選択可能な仕組み）
※現行の市町村から保育所に委託する仕組みを見直し、公の財政事情等によってサービス抑制が働かない仕組みへ。
・

 

利用者（子ども）中心の視点に立ち、市町村の実施責務の下、利用者と事業者の公的保育契約を締結し、サービスを提供。
・

 

市町村において子育て支援全般に係るコーディネート機能や苦情解決の仕組みが必要。

○

 

利用者に対し利用したサービスを費用保障（給付）

 

＋

 

保育所等による法定代理受領
・

 

年齢、地域、規模、時間帯などに応じた単価設定（公定価格による質の保障と安定的事業運営への配慮）。
・

 

保育料は保育所等に納付することを基本に、保育料の滞納には市町村が利用者からの保育料の納付に関与する仕組みを検討。

市 町 村市 町 村

利 用 者利 用 者 認可保育所認可保育所
サービス提供

委託

保育の実施

申し込み

【現行の保育の仕組み】 【新たな保育の仕組み】
（イメージ）

※市町村の責務の下、利用者と事業者の公的保育契約
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〈仕事と子育ての両面を支援するサービス〉
○

 

多様な保育サービス類型の導入
・

 

すべての子どもに対する公的保育を保障する観点と、多様な利用者ニーズへの対応の観点から、多様なサービス類

 
型を導入（別紙１参照）。
例）家庭的保育、小規模サービス、短時間勤務等、早朝・夜間・休日保育、事業所内保育等

○

 

児童人口減少地域における対応
・

 

児童人口減少地域において、子どもに質の高い保育を保障するため、小規模サービス、多機能型サービス等の検討。

○

 

指定制の導入と市町村のサービス提供確保の義務
・

 

多様な利用者ニーズへ対応し、多様なサービス類型のそれぞれごとに質の確保された事業者の参入促進を図るため、

 
客観的な基準（通常保育については最低基準）に基づく指定制を導入。
・

 

裁量的な認可により、地方自治体の財政事情等による抑制が働かない仕組みの改革。
・

 

市町村による計画的なサービス基盤整備と児童人口の減少地域等における供給過多による弊害回避。

○

 

質の確保された事業者の参入促進
・

 

施設整備費については、運営費に相当額（減価償却費相当）の上乗せを検討（当面の集中的整備促進等のための施

 
設整備補助は維持）。
・

 

認可外保育施設の最低基準到達支援
・

 

適正なサービスの確保、サービスの休廃止時のルールが必要。
・

 

質の確保のための指導監督が従来よりも重要な役割を果たすべきであるが、そのための実施体制の確保策を検討。

 
その際、都道府県と市町村の役割の整理等についても考慮。
・

 

運営費の使途制限は、保育サービスの特質を考慮し、配当なども含め、一定のルールが必要。また、会計処理につ

 
いては、法人種別ごとの会計処理を検討。

○

 

サービスの質の向上
・

 

保育所に求められる役割等の高まりに対応した職員配置、保育の質の維持・向上を図るための安定雇用や保育士の

 
処遇改善を可能とする仕組み、研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等。
・

 

指導監査とともに、情報公表・評価等の仕組み。

ポイント③ポイント③
多様なサービスメニュー多様なサービスメニュー

多様な利用者ニーズへの対応
質の確保された事業者の参入促進質の確保された事業者の参入促進

サービスの質の向上サービスの質の向上

女性の就労率向上を踏まえた
潜在需要に対応した量的拡大

※客観的な基準に基づく指定制の導入

（例）家庭的保育、小規模サービス、地域子育て支援拠点

 

等
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○

 

病児・病後児保育の量的拡充
・

 

病児・病後児保育は、ニーズも高く、セーフティネットとして重要な役割。働き方の見直しに取り組みつつ、量

 
的拡充が必要。
・

 

施設型と非施設型の役割、医師との連携等について検討。

○

 

放課後児童クラブの量的・質的拡充
・

 

質の確保を図りつつ、量的拡充を図ることが重要。小学校の活用とともに、財源保障を強化し、人材確保のため

 
の処遇改善が必要。
・

 

市町村の実施責任、保障の仕組みの強化、質を確保するための緩やかな基準の必要性、人材確保のための処遇改

 
善等を検討。

〈すべての子育て家庭を支援する基本サービス〉
○

 

多様なニーズに対応できる一時預かりの受け皿の拡大
・

 

一時預かりは、乳幼児のいる子育て家庭の多様なニーズに対応する基本サービスとして、保障を充実。
・

 

今後の需要の拡大が見込まれる中、多様な主体、多様なサービス提供方法を活用した受け皿拡大。

○

 

地域子育て拠点事業等地域の子育て支援の充実
・

 

子育ての孤立感、負担感の解消に資する地域子育て支援拠点、遊びを通じた子どもの育成を基盤とした児童館事

 
業等、地域特性に応じた柔軟な地域の子育て支援の取組を支援する枠組みの検討。

○

 

社会的養護を必要とする子ども等、特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する施策の充実。
・

 

施設に入所している子どもの心のケアや家庭復帰へ向けた支援、年齢に応じた設備などにより子どもの状態や年

 
齢に応じたケアが実施できるよう、施設機能や配置基準などの見直しが必要。
・

 

施設機能の見直しのみならず、地域で生活する要保護児童への支援の充実や施設と地域資源の連携も必要。

ポイント③（続き）ポイント③（続き）
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ポイント④ポイント④

安定的・継続的に費用確保 社会全体（国・地方・事業主・本人）に

 
よる費用負担（財源確保）

 

社会全体（国・地方・事業主・本人）に

 
よる費用負担（財源確保）

地域の実情に応じたサービス提供 基礎自治体（市町村）が実施主体基礎自治体（市町村）が実施主体

○

 

地域の実情に応じたサービス提供を図るため、基礎自治体（市町村）が制度の実施主体。

○

 

新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠。

○

 

現行のサービスの類型によって財源構成も給付も異なる仕組みから、包括的・一元的な制度の構築へ。

○

 

社会全体（国・地方・事業主・個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であることを前提に、新たな制度体系の全体像を検討

 
する中で、以下の点につき、引き続き議論。
・

 

新たな制度体系によって増大する費用を国・地方・事業主・個人で適切に役割分担する仕組み
・

 

地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み
・

 

事業主負担については、働き方と関連の深いサービスなど受益と負担の連動、働き方の見直しを促進するような

 
仕組み
・

 

社会全体で支え合うことを前提に、誰でも大きな負担感なく一定の負担で利用できるようにした上で、低所得者

 
にも配慮する仕組み

 

等

※

 

例えば、フランスでは「全国家族手当金庫」により、子育て支援に係る財源を一元的に管理し、労使・利用者等の

 
関係者が運営に参画し、資金を給付。
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５．幼保一体化を含む新たな次世
 

代育成支援対策のための包括的・
 

一元的な制度の構築
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「子ども・子育て新システム検討会議」について

１．趣旨

２．構成員

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成21年12月8日閣議決定）に基づき、

 幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的なシステムの構築について

 検討を行うため、「子ども・子育て新システム検討会議」（以下、「会議」という。）を開催する。

 

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成21年12月8日閣議決定）に基づき、

 幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的なシステムの構築について

 検討を行うため、「子ども・子育て新システム検討会議」（以下、「会議」という。）を開催する。

（共同議長）

 内閣府特命担当大臣（行政刷新）・国家戦略担当大臣

 内閣府特命担当大臣（少子化対策）

（構成員）

 総務大臣

 財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣

その他、必要に応じて議長が指名する者

（共同議長）

 内閣府特命担当大臣（行政刷新）・国家戦略担当大臣
内閣府特命担当大臣（少子化対策）

（構成員）

 総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣

その他、必要に応じて議長が指名する者

３．作業グループ

会議の下に「作業グループ」を設置。

（構成員）
会議の構成員たる府省の
副大臣又は政務官
必要に応じて議長が指名する者

会議の下に「作業グループ」を設置。

（構成員）
会議の構成員たる府省の
副大臣又は政務官
必要に応じて議長が指名する者

（平成22年1月29日少子化社会対策会議決定）

４．スケジュール

平成22年6月を目途に基本的な方向を固め、

 
少子化社会対策会議、行政刷新会議及び

 
成長戦略策定会議に報告する。

 

平成22年6月を目途に基本的な方向を固め、

 
少子化社会対策会議、行政刷新会議及び

 
成長戦略策定会議に報告する。

５．庶務

 

会議の庶務は、厚生労働省、文部科学省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。
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「子ども・子育て新システム検討会議」

【共同議長】玄葉

 

光一郎

 

国家戦略担当大臣
岡崎

 

トミ子

 

内閣府特命担当大臣（少子化対策）
蓮

 

舫

 

内閣府特命担当大臣（行政刷新）

【構成員】

 

片山

 

善博

 

総務大臣
野田

 

佳彦

 

財務大臣
高木

 

義明

 

文部科学大臣
細川

 

律夫

 

厚生労働大臣
大畠

 

章宏

 

経済産業大臣
古川

 

元久

 

内閣官房副長官（衆・政務）

「作業グループ」
【主

 

査】

 

末松

 

義規

 

内閣府副大臣（少子化対策）

【構成員】

 

逢坂

 

誠二

 

総務大臣政務官
吉田

 

泉

 

財務大臣政務官
林

 

久美子

 

文部科学大臣政務官
小宮山洋子

 

厚生労働副大臣
田嶋

 

要

 

経済産業大臣政務官
阿久津幸彦

 

内閣府大臣政務官（国家戦略担当）

「子ども・子育て新システム検討会議事務局」

【事務局長】
内閣府副大臣（少子化対策）

【事務局長代理】
関係府省の局長クラスから事務局長が指名

【事務局次長】
関係府省の審議官クラスから事務局長が指名

【事務局員】
関係府省の職員から事務局長が指名

子ども・子育て新システム検討会議体制図

少子化社会対策会議 行政刷新会議

こども指針（仮称）ワーキングチーム幼保一体化ワーキングチーム基本制度ワーキングチーム
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幼保一体化

○就学前における教育・保育のあるべき姿を目指した幼保一体化
・確固たる理念を共有する幼稚園教育要領と保育所保育指針の統合と、

 
家庭や地域を含めた社会全体への深化
・「幼稚園」「保育所」の一体化と「こども園（仮称）」の位置づけ
・制度面（利用者の視点に立った制度の一体化）
・財政面（統一的な体系の下での仕組み）

○ 幼保一体化の推進による三歳未満児の保育ニーズへの対応
○ 「保育に欠ける要件」の見直しによるすべての子育て家庭への

 
支援

○国の実施体制の一元化（厚労省と文科省の関連部局を

 
統合した将来的な「子ども家庭省（仮称）」の創設）

○ 地方における実施体制

実施体制

○ 「未来への投資」として社会全体（国・地方・事業主・国民個人）

 
による費用負担
・例えば、フランスの「全国家族手当金庫」の仕組み

 
→

 

社会全体（国・事業主・国民個人）が負担する仕組、子育て支援に

 
係る財源の一元化、ステークホルダーが運営に参加する仕組み

・国・地方の役割分担

費用負担

○包括的・一元的な制度の実現による切れ目のないサービス保障
・育児休業～保育～放課後対策
・働き方を問わないすべての子育て家庭支援
・現金給付・現物給付－子ども手当とサービス給付とのバランス

切れ目のないサービス保障

○保育の必要性の認定の仕組みによる例外のない子どもへの

 
サービス保障

○多様なサービス類型と指定制による参入促進（質を確保した量

 
の拡大）
※一時預かり、家庭的保育（保育ママ）等の補助の在り方

○認可外保育施設（認証保育所等）の位置づけ
○運営費使途制限等の見直しなどNPO・企業も含めた事業者間

 
のイコールフッティング

○資格・質・待遇等サービスの質の向上
○利用者負担の在り方

保育制度改革

子ども・子育て新システム検討会議作業グループにおける主なヒアリング項目

◆開催実績◆

○第１回

 

H22.3.11 有識者からのヒアリング

 
大日向雅美（恵泉女学園大学教授）、無藤

 

隆（白梅学園大学教授）、

 

駒村康平（慶應義塾大学教授）

○第２回

 

H22.3.17 有識者からのヒアリング

 
秋田喜代美（東京大学大学院教授）、小西

 

砂千夫（関西学院大学大学教授）、

 

普光院亜紀（保育園を考える親の会代表）

○第３回

 

H22.3.29 団体からのヒアリング

 
全国私立保育園連盟、全国保育協議会、全国認定こども園協会

○第４回

 

H22.4.1 団体等からのヒアリング
全日本私立幼稚園連合会、全国国公立幼稚園長会、全国学童保育連絡協議会、

 

子育てひろば全国連絡協議会、㈱ＪＰホールディングス

○第５回

 

H22.4.7 団体等からのヒアリング
日本保育協会、日本経済団体連合会、日本商工会議所、日本労働組合総連合会

○第６回

 

H22.4.15 有識者及び団体からのヒアリング
宮本

 

太郎（北海道大学教授）、全国知事会、全国市長会、全国町村会

 
○第７回

 

H22.6.4 団体からの意見発表
全国私立保育園連盟、全国保育協議会、日本保育協会、全日本私立幼稚園連合会、全国

 

国公立幼稚園長会、全国認定こども園協会、全国学童保育連絡協議会、保育園を考える

 

親の会、子育てひろば全国連絡協議会、民間保育事業者（㈱ＪＰホールディングス）

○第８回

 

H22.6.10 団体からの意見発表
日本経済団体連合会、日本商工会議所、日本労働組合総連合会、全国知事会、

 

全国市長会、全国町村会
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第４章

 

新しい成長と政策実現の確保

 

（「新成長戦略」の政策実現の確保）

 
（１）成長戦略実行計画（工程表）の提示

21 の国家戦略プロジェクトをはじめ７つの戦略分野の施策を計画倒れに終わらせずに確実に実現するため、別表の成長戦略実行計画（工程表）に実施スケジュールを示す。
（２）予算編成や税制改革の優先順位付け
予算編成や税制改革に当たっては、無駄遣いの根絶を強力に進めるとともに、「新成長戦略」を着実に推進する。「財政運営戦略」との整合性を保ちつつ、第２章にある

 

経済成長や雇用創出への寄与度等も基準とした優先順位付けを行う。
（３）施策執行の進捗管理
成長戦略実行計画に示された各施策については、国家戦略室を中心に、効果的・効率的な執行を図る観点から関係者に進捗状況の報告を求め、必要に応じ改善措置を

 

講じさせるなど、PDCA サイクルに立脚した進捗管理を徹底する。こうした措置により、将来の予見可能性を高め民間部門の投資を促す。

第３章

 

７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

成長を支えるプラットフォーム

 

（６）雇用・人材戦略

 

～子どもの笑顔あふれる国・日本～

このため、幼保一体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革、各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入

 
促進、放課後児童クラブの開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化と量的拡大を図り、2020 年までに速やかに就学前・就

 
学期の潜在需要も含めた待機児童問題を解消する。また、育児休業の取得期間・方法の弾力化（育児期の短時間勤務の活用等）、育児

 
休業取得先進企業への優遇策などにより、出産・育児後の復職・再就職の支援を充実させ、少なくとも、2017 年には、出産・育児後に働く

 
ことを希望するすべての人が仕事に復帰することができるようにする。

21世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクト

Ⅵ．雇用・人材分野における国家戦略プロジェクト

 
我が国は、「人づくり」を社会全体で再構築すべき時期に直面している。急激な少子高齢化の中での成長を実現するため、就学

 
前の子どもから社会に出て様々な経験を積んだ後の大人まで、生涯を通じた能力･スキル向上の機会を社会全体で提供する。

18.幼保一体化等

 
すべての子どもたちに質の高い幼児教育と保育を保障することが「人づくり」の起点として必要であり、このため、幼保一体化を

 
含む制度改革と環境整備に全力で取り組む。

 
具体的には、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合した「こども指針（仮称）」の策定、幼稚園・保育所の垣根を取り払い（「保

 
育に欠ける要件」の撤廃等）、新たな指針に基づき、幼児教育と保育をともに提供する「こども園（仮称）」に一体化、実施体制の一

 
元化を行うとともに、指定制度の導入、利用者が自ら選択する事業者と契約する利用者補助方式への転換、「こども園（仮称）」に

 
ついて価格制度を一本化等により多様な事業主体の参入促進による様々な子どもの事情に応じた幅広いサービス提供を行う。

 
2017 年には待機児童が解消し、保護者の就労形態等によらず、すべての子どもに質のよい成育環境が整備されることが期待

 
される。
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成長戦略実行計画（工程表）
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子ども・子育て新システムの基本制度案要綱

◆

 

すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会
◆

 

出産・子育て・就労の希望がかなう社会
◆

 

仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会
◆

 

新しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力ある社会

◆

 

子ども・子育てを社会全体で支援
◆

 

利用者（子どもと子育て家庭）本位を基本とし、すべての子ども・子育て家庭に必要な良質のサー
ビスを提供
◆

 

地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現
◆

 

政府の推進体制の一元化

【方針】

 
以下の方針のもとに、制度を構築【方針】

 
以下の方針のもとに、制度を構築

◆

 

政府の推進体制・財源の一元化
◆

 

社会全体（国・地方・事業主・個人）による費用負担
◆

 

基礎自治体（市町村）の重視
◆

 

幼稚園・保育所の一体化
◆

 

多様な保育サービスの提供
◆

 

ワーク･ライフ・バランスの実現

【新システムとは】

 
以下のような新システムを実現【新システムとは】

 
以下のような新システムを実現

■

 

２３年通常国会に法案を提出、２５年度の施行を目指す
※

 

恒久財源を確保しながら２５年度の本格施行に向けて段階的に実施
※

 

待機児童解消対策、現金・現物給付の一体提供など、２３年度から実施できるものは前倒しして実施
※

 

成長戦略策定会議等との連携
※

 

子ども・子育て包括交付金（仮称）をはじめ具体的な制度設計に当たっては、実施主体である地方が新システムを円滑に施行できるよ
う地方の意見を反映するとともに、地域主権戦略会議が進めている一括交付金の制度設計や国と地方の協議の場での議論との連携

【目的】

 
子ども・子育て新システムでは、以下のような社会を実現【目的】

 
子ども・子育て新システムでは、以下のような社会を実現

平成２２年６月２９日

少子化社会対策会議決定
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基本設計基本設計

■

 

子ども子育てを社会全体で支援する一元的な制度の構築～制度・財源・給付の一元化の実現～

○

 

新システム実施体制の一元化
・

 

新システムを一元的に実施する子ども家庭省（仮称）の創設に向けて検討

○

 

子ども・子育て会議（仮称）の設置を検討

・

 

地方公共団体、労使代表を含む負担者、子育て当事者、ＮＰＯ等の子育て支援当事者等が、子育て支援
の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして国に子ども・子育て会議（仮称）を設置す
ることを検討

※

 

ワーク･ライフ・バランスを推進する観点からの制度の検討
※

 

地方の自主性の発揮の観点から、可能な限り、地方の自由度を尊重する仕組み

○

 

社会全体（国・地方・事業主・個人）による費用負担
・

 

両立支援・保育・幼児教育給付（仮称）に、事業主・個人が拠出することを検討
・

 

国及び地方の恒久財源の確保を前提とした実施
・

 

子ども・子育て勘定（仮称）から、市町村が自由度を持って必要な給付を行うことができるよう、子
ども・子育て包括交付金（仮称）として必要な費用を包括的に交付

・

 

市町村は、子ども・子育て特別会計（仮称）において、地域の実情に応じた給付を実施

○

 

国と都道府県の役割

 

～実施主体の市町村を重層的に支える仕組み～

・

 

広域自治体として、市町村支援事業（広域調整、情報提供など）

 
を実施
・

 

都道府県が主体となって行う事業を実施（社会的養護など）

○

 

市町村の権限と責務
・

 

自由度を持って、地域の実情に応じた給付設計
・

 

住民にサービス・給付を提供・確保

①

 

必要な子どもにサービス・給付を保障する責務
②

 

質の確保されたサービスの提供責務
③

 

適切なサービスの確実な利用支援する責務
④

 

サービスの費用・給付の支払い責務
⑤

 

計画的なサービス提供体制の確保・基盤整備責務

・

 

新システムの制度設計
・

 

市町村への子ども・子育て包括交付金（仮称）の交付等、制度の
円滑な運営のために必要な支援

【国】 【都道府県】

・・・２３年通常国会に法案を提出→25年度施行（財源確保しながら、23年度から段階的に実施）
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制度設計のイメージ

子ども・子育て勘定（仮称）子ども・子育て勘定（仮称）国
一般会計

国
一般会計

市町村
一般会計

市町村
一般会計

労使
事業主
本 人

労使
事業主
本 人

市町村（基礎自治体）

特別会計

市町村（基礎自治体）

特別会計

拠出金
負担金・

 
補助金

税制改革税制改革

＜財源の一元化＞
子育て関連の国庫負担金・補助金・事業主

 
等からの拠出金を一本化し、交付金として

 
交付

負担金
補助金

都道府県
一般会計

都道府県
一般会計

中央

地方
実施主体実施主体

幼保一体給付（仮称）

現金給付現物給付

子ども手当

地域子育て支援
乳児家庭全戸訪問

養育支援訪問

地域子育て支援拠点

児童館

 

等 など

両立支援・保

 
育・幼児教育

 
給付（仮称）

基礎給付

（地域の実情に応じ、地域の裁量で配分）

（２階）

（１階）

市町村独自給付

放課後児童クラブ

など

など

・市町村支援事業
・社会的養護などの

 
都道府県事業

こども園（仮称）
小規模保育サービス
病児・病後児保育サービス

 

など

子ども・子育て

 
会議（仮称）

一時預かり等

個人給付
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市町村市町村

●

 
幼稚園・保育所の一体化
幼稚園・保育所・認定こども園の垣根を取り払い（保育に欠ける要件の撤廃等）、新たな指針に基づき、幼児教育

 
と保育をともに提供するこども園（仮称）に一体化。

●

 
給付の一体化

幼保一体給付（仮称）による財政支援

●

 
機能の一体化
・

 

こども指針（仮称）の創設（幼稚園教育要領と保育所保育指針の統合）
→

 

すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障。家庭における子育て・教育にも資する。小学校学習指導要領との整合性・

 
一貫性の確保。

・

 

資格の共通化を始めとしたこども園（仮称）としての機能の一体化の推進

●

 
多様な事業主体の参入
学校法人、社会福祉法人、株式会社、ＮＰＯ等、多様な事業主体の参入が可能。

こども園（仮称）のイメージこども園（仮称）のイメージ

・共通の指針に基づく幼児教育・保育の提供
・応諾義務（正当な理由のない場合）

幼保一体給付（仮称）
（法定代理受領）

こども園（仮称）

・質の高い幼児教育・保育の保障
・親の就労形態に応じた保育ニーズ

 
への対応

・質の確保された幼児

 
教育・保育の提供責務
・適切なサービスの確

 
実な利用を支援

専業主婦家庭専業主婦家庭

長時間就労家庭長時間就労家庭

短時間就労家庭短時間就労家庭

すべての子どもへの良質な成育環境を保障すべての子どもへの良質な成育環境を保障

学校法人学校法人 社会福祉法人社会福祉法人 株式会社株式会社 ＮＰＯＮＰＯ

多様な事業主体の参入
～指定制の導入（客観的基準を満たせば多様な事業者の参入が可能）～

・質の高い幼児教育の保障
・家庭の子育て・教育支援
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